
総社市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和５年３月２３日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第１１号 

 

総社市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

 

総社市建築基準法施行細則（平成１７年総社市規則第１５１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（許可申請の添付図書等） 

第８条 法第４３条第２項第２号，法第４４条第１項第２号若しくは第４

号，法第４７条ただし書，法第４８条第１項ただし書，第２項ただし書，

第３項ただし書，第４項ただし書，第５項ただし書，第６項ただし書，第

７項ただし書，第８項ただし書，第９項ただし書，第１０項ただし書，第

１１項ただし書，第１２項ただし書，第１３項ただし書若しくは第１４項

ただし書（法第８７条第２項又は第３項において準用する場合を含む。），

法第５１条ただし書（法第８７条第２項又は第３項において準用する場合

を含む。），法第５２条第１０項，第１１項若しくは第１４項，法第５３

条第６項第３号，法第５３条の２第１項第３号若しくは第４号（法第５７

条の５第３項において準用する場合を含む。），法第５５条第３項若しく

は第４項各号，法第５６条の２第１項ただし書，法第５７条の４第１項た

だし書，法第５９条第１項第３号若しくは第４項，法第５９条の２第１項，

法第６０条の２第１項第３号，法第６０条の２の２第１項第２号若しくは

第３項ただし書，法第６０条の３第１項第３号若しくは第２項ただし書，

法第６７条第３項第２号，第５項第２号若しくは第９項第２号，法第６８

条第１項第２号，第２項第２号若しくは第３項第２号，法第６８条の３第

４項，法第６８条の５の３第２項，法第６８条の７第５項，法第８５条第

 

（許可申請の添付図書等） 

第８条 法第４３条第２項第２号，法第４４条第１項第２号若しくは第４

号，法第４７条ただし書，法第４８条第１項ただし書，第２項ただし書，

第３項ただし書，第４項ただし書，第５項ただし書，第６項ただし書，第

７項ただし書，第８項ただし書，第９項ただし書，第１０項ただし書，第

１１項ただし書，第１２項ただし書，第１３項ただし書若しくは第１４項

ただし書（法第８７条第２項又は第３項において準用する場合を含む。），

法第５１条ただし書（法第８７条第２項又は第３項において準用する場合

を含む。），法第５２条第１０項，第１１項若しくは第１４項，法第５３

条第６項第３号，法第５３条の２第１項第３号若しくは第４号（法第５７

条の５第３項において準用する場合を含む。），法第５５条第３項各号，

法第５６条の２第１項ただし書，法第５７条の４第１項ただし書，法第５

９条第１項第３号若しくは第４項，法第５９条の２第１項，法第６０条の

２第１項第３号，法第６０条の２の２第１項第２号若しくは第３項ただし

書，法第６０条の３第１項第３号若しくは第２項ただし書，法第６７条第

３項第２号，第５項第２号若しくは第９項第２号，法第６８条第１項第２

号，第２項第２号若しくは第３項第２号，法第６８条の３第４項，法第６

８条の５の３第２項，法第６８条の７第５項，法第８５条第３項若しくは



改 正 後 改 正 前 

３項若しくは第５項から第７項まで又は法第８７条の３第３項若しくは

第５項から第７項までの規定による許可を申請しようとする者は，当該申

請書の正本及び副本に，それぞれ，次に掲げる図書又は書面を添えて，市

長に提出するものとする。 

(１)～(３) 略 

(４) 法第５５条第４項各号，法第６８条の３第４項又は法第６８条の５の

３第２項の規定による許可を申請しようとする者にあっては，追加調書 

(５) 略 

２及び３ 略 

（認定申請の添付図書等） 

第９条 法第４３条第２項第１号，法第４４条第１項第３号，法第５２条第

６項第３号，法第５５条第２項，法第５７条第１項，法第６８条第５項，

法第６８条の３第１項から第３項まで若しくは第７項，法第６８条の４，

法第６８条の５の２，法第６８条の５の５第１項若しくは第２項，法第６

８条の５の６，法第８６条の６第２項，政令第１３１条の２第２項若しく

は第３項又は政令第１３７条の１６第２号の規定による認定を申請しよ

うとする者は，当該申請書の正本及び副本に，それぞれ，次に掲げる図書

又は書面を添えて，市長に提出するものとする。 

(１)～(７) 略  

２ 略 

 

第５項から第７項まで又は法第８７条の３第３項若しくは第５項から第

７項までの規定による許可を申請しようとする者は，当該申請書の正本及

び副本に，それぞれ，次に掲げる図書又は書面を添えて，市長に提出する

ものとする。 

(１)～(３) 略 

(４) 法第５５条第３項各号，法第６８条の３第４項又は法第６８条の５の

３第２項の規定による許可を申請しようとする者にあっては，追加調書 

(５) 略 

２及び３ 略 

（認定申請の添付図書等） 

第９条 法４３条第２項第１号，法第４４条第１項第３号，法第５５条第２

項，法第５７条第１項，法第６８条第５項，法第６８条の３第１項から第

３項まで若しくは第７項，法第６８条の４，法第６８条の５の２，法第６

８条の５の５第１項若しくは第２項，法第６８条の５の６，法第８６条の

６第２項，政令第１３１条の２第２項若しくは第３項又は政令第１３７条

の１６第２号の規定による認定を申請しようとする者は，当該申請書の正

本及び副本に，それぞれ，次に掲げる図書又は書面を添えて，市長に提出

するものとする。 

(１)～(７) 略 

２ 略 

 

 

附 則 

この規則は，令和５年４月１日から施行する。 


